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１．受 付 

２．審 査 

４．請求書の返送 

５．助成金の振込 

６ ． 事 業 実 施 

７ ． 活 動 報 告 

３ ． 決 定 通 知 
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例「集いの場活動：年 10回以上・1回５名以上」の助成条件で 
８万円の助成を受けた Aサロン 
 
●年８回しか実施できず回数未達成の場合 
年６～９回（助成上限額５万円）の助成条件に該当するため、 
助成を受けた額との差額を返還 
８万円 – ５万円＝３万円（返還額） 

 
●１回あたりの平均人数が４名だった場合 
５名×0.8＝４名で、達成率 80％を満たしているため、返還不要 
 
●１回あたりの平均人数が３名だった場合 
達成率 80％に達していないため、１つ下の助成条件（年６～９
回、助成上限額５万円）と、助成を受けた額との差額を返還 
８万円 – ５万円＝３万円（返還額） 

 
 

事業

年回数
1回あたりの

人数
上限金額

72回以上 10名以上 400,000

48回以上 10名以上 300,000

36回以上 10名以上 180,000

20回以上 5名以上 120,000

10回以上 5名以上 80,000

６～９回 5名以上 50,000

条件

集いの場

【新規立上げ】
条件：年度内3ヶ月以上の
活動で1回5名以上の参加

40,000
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